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情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条により、平成２１年４月１４日付けで公告された東

日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料

金指数の設定に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

（文中では敬称を省略しております。） 



 1

別 紙 

 

プライスキャップ制度によって、ＮＴＴ東・西が提供する加入電話等に係るお客様料金の抑制が

図られることは望ましいことであり、ＮＴＴ東・西に更なる経営効率化を促すことを前提に、次期の基

準料金指数について前期の上限を維持することは適当であると考えます。 

ただし、プライスキャップ制度は、独占的なサービスにおける利用者利益を保護することを目的と

して適用されているものであり、その対象サービスである加入電話を、今後どのように維持、もしくは

ＩＰ電話等に移行させていくのかということは、国民の利便を担保するために最も重要な課題です。 

そのため、ＮＴＴ東・西は早期にレガシー系サービス（音声通話やドライカッパ）の扱い及びＮＧ

Ｎ・光サービスへの移行に関する計画等の情報を明らかにすることが適当です。その上で、公の議

論として、レガシー系サービスとＮＧＮ・光サービスのコスト動向を見据え、ＮＧＮの在り方や接続料

算定の方法を含む接続ルールについて総合的な見直しを早急に行い、ネットワークの効率性、ひ

いては国民的利益を担保する必要があると考えます。 

 

以 上 


